
 議案第１号 

 

   かすみがうら市行政組織条例の一部を改正する条例の制定につい    

   て    

 

 かすみがうら市行政組織条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和２年３月３日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市行政組織条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市行政組織条例（平成１７年かすみがうら市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第３条第１号に次のように加える。 

  キ 商業及び工業に関すること。 

  ク 労政に関すること。 

 第３条第５号中イ及びウを削り、エをイとし、オからケまでをウからキまで

とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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